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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
天板と天板を支持する脚体とを具備し、パネル等のオプション部品を前記天板の辺に沿っ
て天板の隅部を境にして隣り合わせて取り付け得るようにしたものであって、前記脚体に
オプション部品を支持するための支持部材を該脚体とは別体に外方に向かって延びるよう
に設けるとともに、その支持部材の脚体に対する取付位置を変更可能に構成しているもの
とし、
支持部材の先端部に、オプション部品を直接的又は間接的に支持するための支持部を平面
視正方形の頂点に位置するように４つ設け、対角に位置する２つの前記支持部を利用して
天板の隅部を境にして隣り合うオプション部品を取り付け得るようにしていることを特徴
とするテーブル。
【請求項２】
前記支持部材にブラケットを取り付け、そのブラケットにオプション部品を支持させてい
る請求項１記載のテーブル。
【請求項３】
天板の反使用辺に直交する方向に沿って支持部材を位置変更可能に構成している請求項１
又は２記載のテーブル。
【請求項４】
支持部材の脚体に対する取付位置を段階的に変更可能に構成している請求項１、２又は３
記載のテーブル。
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【請求項５】
オプション部品がパネルである請求項１、２、３又は４記載のテーブル。
【請求項６】
前記支持部が天板下面より下方に位置するように設定している請求項１、２、３、４又は
５記載のテーブル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パネル等のオプション部品を天板の辺に沿って取り付け可能なテーブルに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、天板の使用端側の辺を除く各辺に沿ってデスクトップパネルや幕板、あるいはこれ
らを兼用するようなパネルを取り付け可能に構成したテーブルが知られている。具体的に
このようなパネルは、天板や脚体にブラケットを介在させるなどして取り付けられるよう
にしてある。
【０００３】
特にパネルを脚体に取り付けてパネルが天板とともには動かないようにしたものであると
、例えば脚体に対して天板を前後にスライド移動可能に構成することにより、シンプルな
外観で、天板の反使用辺側に開閉可能な配線挿通口を形成することができるといったこと
が可能になる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、一つの製品シリーズには、ラインアップとして天板形状や寸法の異なる複数種
類のテーブルが用意されている場合が多い。このような場合において、脚体にオプション
部品を取り付ける態様のものであると、各種天板の寸法が異なるため、脚体から天板の辺
までの距離が天板の種類毎に異なってしまい、天板の種類毎に異なったブラケットを用意
する必要が生じる。また逆にブラケットを共通化しようとすると天板の種類毎に異なった
脚体を用意する必要が生じる。
【０００５】
こういったことは、部品の標準化や組立の簡素化、コスト低減等を阻害し、製造販売側及
び需要者側の双方にとって好ましくない。そしてかかる不具合は、パネルのみならず、天
板の辺に沿って取り付けるようなオプション部品全般に共通することである。
【０００６】
本発明は以上の不具合を解消すべく、パネル等のオプション部品を前記天板の各辺に沿っ
た所定取付位置にそれぞれ取り付け得るようにしたテーブルにおいて、異なった寸法、形
状を有する複数種類の天板に対しても、共通する脚体や取付構造を用いてオプション部品
を取り付け得るようにすることを解決すべき所期の課題とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　すなわち本発明に係るテーブルは、天板と天板を支持する脚体とを具備し、パネル等の
オプション部品を前記天板の辺に沿って天板の隅部を境にして隣り合わせて取り付け得る
ようにしたものであって、前記脚体にオプション部品を支持するための支持部材を該脚体
とは別体に外方に向かって延びるように設けるとともに、その支持部材の脚体に対する取
付位置を変更可能に構成しているものとし、支持部材の先端部に、オプション部品を直接
的又は間接的に支持するための支持部を平面視正方形の頂点に位置するように４つ設け、
対角に位置する２つの前記支持部を利用して天板の隅部を境にして隣り合うオプション部
品を取り付け得るようにしていることを特徴とする。ここで「沿って」とは天板の辺に平
行に又は略平行にという意味であり、天板の辺と密接する場合も離間する場合も含む。ま
た「テーブル」とは机や補助的なデスク等も含む概念である。
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【０００８】
このようなものであれば、形状や寸法の異なる複数種類の天板を、共通する脚体に支持さ
せる場合であっても、共通する支持部材によってオプション部品を天板との相対位置関係
を一定に保って取り付けることができる。その結果、部品の標準化や組立の簡素化、コス
ト低減等を促進することが可能になる。また、脚体にオプション部品が取り付けられるの
で、天板下面からオプション部品を垂下支持させる場合に比して、その支持強度を無理な
く大きくすることができ、オプション部品に補助天板や補助棚等の重量物を採用すること
も可能となる。
【０００９】
オプション部品の種類が異なったり天板の形状が異なったりした場合でも、オプション部
品の取付に係る対応自由度の大きい実施態様としては、前記支持部材にブラケットを取り
付け、そのブラケットにオプション部品を支持させているものが好ましい。例えば、支持
部材にブラケットを旋回可能に取り付けるといったことが可能になるからである。
【００１０】
効果的な位置変更の具体的態様としては、天板の反使用辺に直交する方向に沿って支持部
材を位置変更可能に構成しているものを挙げることができる。
【００１１】
天板の寸法、形状等に係る標準ラインアップは通常、複数種類が予め設定されている。し
たがって、支持部材の脚体に対する取付位置は、天板のラインナップに合わせて、段階的
に変更可能に構成しておくのが、実際の組立や調整にかかる作業を考慮したうえでも好ま
しいものとなる。
【００１２】
具体的なオプション部品としては、パネルを挙げることができる。
【００１３】
　支持部が天板下面より下方に位置するように設定しているものであれば、支持部と天板
下面との間に上下に隙間が形成されるので、例えば支持部材が天板の外縁より内方に位置
する場合であっても、前記隙間をを利用してオプション部品をより容易に支持させること
ができる。
【００１４】
なお、「支持部」とは、支持部材の先端部に設けたねじ穴や貫通孔の他、上向き面や係合
爪、凹部等のことである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
本実施形態に係るテーブルＴは、図１～図３に示すように、天板１と、この天板１の両側
縁部をそれぞれ支持する左右一対の脚体２とを備え、オプション部品たるパネル３１、３
２を前記天板１の使用辺１ｃを除く各辺、すなわち反使用辺１ａ、側辺１ｂに沿って平行
にそれぞれ取り付け得るように構成してある。
【００１７】
天板１は、例えば隣り合う辺１ａ及び辺１ｂ、又は辺１ａ及び辺１ｃが互いに直交する矩
形状をなすものである。
【００１８】
脚体２は、前後に対称形状をなすもので、床面に接地する前後に延びるベース２１と、こ
のベース２１の中央から起立する支柱２２と、この支柱２２の上端から前後に延び、天板
１の側辺部下面に固定されて該天板１を支持する天板受け２３とを備えた金属製のもので
ある。本実施形態において支柱２２はシリンダ構造をなすもので、その上下寸法を変更す
ることにより天板１の床面からの高さを調節できるように構成してある。
【００１９】
パネル３１、３２は、パネル本体３ａと枠体３ｂとからなる矩形状をなすもので、その各
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側縁部を脚体２から延ばした一対のブラケット４２により着脱可能に支持させてある。ま
たこれらパネル３１、３２は、天板の各辺１ａ、１ｂに対応する幅寸法を有し、取付状態
で天板１の上下に亘り、幕板兼デスクトップパネルとしての役割を担う。
【００２０】
しかして、本実施形態では、図４～図８等に示すように、前記天板受け２３の先端部に、
外方に向かって延びる支持部材４３、４４を取り付け、各支持部材４３、４４から対をな
すブラケット４２Ａ、４２Ｂをそれぞれさらに斜め外方に延ばし、それらブラケット４２
Ａ、４２Ｂの先端部にパネル３１、３２の各側縁部をそれぞれ取り付けるようにしている
。そして、前記支持部材４３、４４の脚体２に対する取付位置を変更可能に構成している
詳述すれば、支持部材４３、４４は、互いに対称な対をなす起立板状のものである。各支
持部材４３、４４は、途中に段差があってその基端部４Ａの上面が先端部４Ｂの上面より
上方となるような形状をなす。そして、前記基端部４Ａに天板受け２３への取付に利用す
る取付部を設けるとともに、先端部４Ｂに各ブラケット４２Ａ、４２Ｂを支持することに
よって間接的にパネル３１、３２を支持するための支持部を設けている。したがって、こ
の支持部は天板１の下面より下方に一定距離離間して位置づけられることとなる。
【００２１】
前記取付部は、上下に貫通する取付ねじ挿通孔４ａであり、この取付ねじ挿通孔４ａに、
下方から挿入した支持部材取付ねじＢ１を、天板受け２３の先端部下面に開口させた取付
ねじ孔Ｎ１にねじ止めすることにより、この支持部材４を天板受け２３の下面に着脱可能
に固定している。なお、取付状態においてこの支持部材４３、４４を、天板１の外縁より
も内方に位置づけている。
【００２２】
そして前記取付ねじ挿通孔４ａは、当該支持部材４の延長方向に沿って各支持部材４３、
４４毎に複数が設けてあって、どの取付ねじ挿通孔４ａを天板受け２３への取付に用いる
かによって、図６、図７、図８に示すように、各支持部材４３、４４の取付位置を、天板
１の反使用辺１ａに直交する方向に沿って複数段階（３段階）に変更可能に構成している
。もちろん、取付ねじ挿通孔４ａを１つにして、取付ねじ孔Ｎ１を複数設け、各支持部材
４３、４４の取付位置を変更可能に構成しても構わない。本実施形態では、複数種類の奥
行き寸法の異なる天板が用意されており、これら取付ねじ挿通孔４ａ間のピッチを、その
奥行き寸法の差に対応させて設定してある。
【００２３】
なお、支持部材４の基端部上面から突出するピンＰは、天板受け２３の先端部下面に設け
られたピン穴Ｈに嵌合することにより支持部材４３、４４の取付位置を規定する位置決め
用のものである。また、パネル３１、３２が隣り合う部位にに取り付けられる各支持部材
４３、４４は、天板受け２３への取付により内側起立面同士が近接又は密接して一体的な
ものとなるようにしているところ、これら各支持部材４３、４４の対向する起立面には、
それぞれ横断面半円形状をなす溝ｍが上下に亘って複数設けてあり、一体化させたときに
、対応する一対の溝ｍ、ｍによって下方に開口する横断面円形状の穴Ｍが複数形成される
ようにしてある。この穴Ｍは、例えば天板下方に配置する配線ダクト等の支持や位置決め
等に用いることができる。
【００２４】
一方、前記支持部は、上下に貫通するブラケット取付ねじ貫通孔４ｂがその役割を担う。
本実施形態では各支持部材４３、４４に直列して２つずつ前記ブラケット取付ねじ貫通孔
４ｂが設けてあって、前記支持部材４３、４４を一体化させた場合に、４つのブラケット
取付ねじ貫通孔４ｂそれぞれが平面視正方形の頂点に位置するようにしてある。そしてそ
れらのうちの対角に位置する２つを支持部として利用するようにしている。しかしてこれ
ら対角に位置する２つのブラケット取付ねじ貫通孔４ｂは、天板１の隅部１ｄを境にして
取り付けるべき隣り合うパネル３１、３２の中心線同士がなす角α（９０度）の平面視２
等分線Ｌに対し、互いに対称な位置となるように設定してある。本実施形態では、天板１
の反使用辺１ａとそれに沿って取り付けるパネル３１との離間距離を、天板１の側辺１ｂ
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とそれに沿って取り付けるパネル３２との離間距離よりも大きくなるように設定している
ため、隣り合うパネル３１、３２のなす角の平面視２等分線Ｌは、天板１の隣り合う辺１
ａ、１ｂのなす角の平面視２等分線とは一致しない。なお、これらブラケット取付ねじ貫
通孔４ｂの開口部には、ブラケット取付ねじ貫通孔４ｂと同軸をなす座繰り穴４ｃが形成
してある。
【００２５】
ブラケット４２Ａ、４２Ｂは、例えば前記支持部４ｂに基端部を支持させたアーム部４２
１、４２２と、このアーム部４２１、４２２の先端部から一体に延びてパネル３１、３２
を支持するブラケット本体４２３とを備えたものである。本実施形態では上下に離間して
水平に延びる一対のアーム部４２１、４２２を設け、ブラケット本体４２３を鉛直方向に
延びるものとすることにより、このブラケット４２の全体形状をコの字状にしている。
【００２６】
しかして下側アーム部４２２の基端部には、ブラケット取付ねじＢ２を下方から挿通させ
るためのブラケット取付ねじ挿通孔４ｄを設ける一方、上側アーム部４２１の基端部には
当該ブラケット取付ねじＢ２をねじ止めするための有底ブラケット取付ねじ穴４ｅを、前
記ブラケット取付ねじ挿通孔４ｄと同軸線上に形成している。さらに、これらアーム部４
２１、４２２の対向する面の一方又は両方（本実施形態では上側アーム部４２１）には、
前記支持部材４の座繰り穴４ｃに嵌合する横断面円形状の凸部４ｆを、前記ブラケット取
付ねじ挿通孔４ｆと同軸線上に形成している。
【００２７】
そして、前記支持部材４の先端部をこれらアーム部４２１、４２２の基端部に上下から挟
み込ませて前記座繰り穴４ｃと凸部４ｆとを嵌合させることにより、ブラケット４２Ａ、
４２Ｂを支持部材４に水平旋回可能に組み付け得るようにしている。
【００２８】
またブラケット４２Ａ、４２Ｂの固定に際しては、その旋回角度を調整した後又は調整し
つつ、ブラケット取付ねじＢ２を下方から下側アーム部４２２のブラケット取付ねじ挿通
孔４ｄ及び支持部材４のブラケット取付ねじ貫通孔４ｂに貫通させた後、上側アーム部４
２１のブラケット取付ねじ穴４ｅにねじ止めするようにしてある。なお本実施形態では、
このアーム部４２１、４２２を、平面視前記２等分線Ｌと略平行をなし外方に延びるよう
に取り付ける。
【００２９】
ブラケット本体４２３は、鉛直方向に延びるブロック状をなすもので、その一方の側面を
内方に湾曲させ、パネル側縁部を両側から抱くようにしてパネル３１、３２を支持するも
のである。しかして本実施形態では、このブラケット本体４２３とパネル３１、３２の側
縁部との間に形成したパネル支持構造を利用して、当該パネル３１、３２を上下に位置変
更可能に支持するようにしている。
【００３０】
このパネル支持構造は、パネル３１、３２の側縁に沿って開口し、その開口６１から奥に
向かうほど幅が広がるように形成した裏当部材挿入溝６と、前記開口６１より幅広をなし
前記挿入溝６にその延長方向（上下方向）に沿って移動可能に挿入した裏当部材７と、そ
の裏当部材７とブラケット本体４２３とを互いに引き寄せることによってブラケット本体
４２３の側面に設けた支持面４２ａをパネル３１、３２の側縁部外面３ａａに押圧し、当
該パネル３１、３２を辺１ａ、１ｂに平行な姿勢でブラケット本体４２３（ブラケット４
２Ａ、４２Ｂ）に固定する固定手段８とを備えたものである。
【００３１】
前記挿入溝６は、パネル３１、３２の側部枠体３ｂに、押し出し成形等により上下に亘っ
て形成されたものである。
【００３２】
裏当部材７は、挿入溝６の断面形状と概略等しい断面形状の棒状をなす裏当部材本体７１
と、この裏当部材本体７１の上端部から一体に突出し、前記挿入溝６の開口幅よりも幅狭
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の突出子７２とを備えるものであり、その中央にはパネル固定ねじ孔８ａを水平に貫通さ
せてある。
【００３３】
また固定手段８は、前記支持面４２ａに開口するようにブラケット本体４２３に水平に貫
通させたパネル固定ねじ挿通孔８ｂに、外側からパネル固定ねじＢ３を挿通し、そのパネ
ル固定ねじＢ３を前記裏当部材７のパネル固定ねじ孔８ａに締着することにより、裏当部
材７とブラケット本体４２３とを互いに引き寄せ、ブラケット本体４２３の支持面４２ａ
をパネル３１、３２の側縁部外面３ａａに押圧するようにしたものである。
【００３４】
さらに本実施形態では、被支持体たるパネル３１、３２を支持体たるブラケット本体４２
３に固定する前に、その取付位置（取付高さ）を仮決め可能に構成したパネル位置仮決め
手段と、裏当部材７をブラケット４２Ａ、４２Ｂに引き寄せる前に裏当部材７のブラケッ
ト４２Ａ、４２Ｂに対する位置を仮決め可能に構成した裏当部材位置仮決め手段とを設け
ている。これらはパネル３１、３２をブラケット４２Ａ、４２Ｂに固定する際の作業容易
化を図るべく設けられたものである。
【００３５】
詳述すると、前記パネル位置仮決め手段は、前記挿入溝６の底面に開口する複数の凹部９
１（本実施形態では挿入溝６の底壁を貫通する貫通孔）を、当該挿入溝６の延長方向に沿
って間欠的に設ける一方、ブラケット本体４２３に前記挿入溝６の開口幅より幅狭の突起
９２を設け、その突起９２が挿入溝６の開口６１を挿通して前記凹部９１に係り合うよう
に構成してなるものである。そして、前記突起９２を所望の凹部９１に係り合わせること
により、パネル３１、３２をブラケット４２Ａ、４２Ｂに対し複数段階に仮位置決めでき
るようにしてある。
【００３６】
裏当部材位置仮決め手段は、ブラケット４２Ａ、４２Ｂに形成した当接面と裏当部材７に
形成した被当接面とを当接させることにより、裏当部材７の一方方向へのスライドを禁止
し、裏当部材７のブラケット４２Ａ、４２Ｂに対する位置を仮決めできるようにしたもの
である。具体的には、ブラケット４２Ａ、４２Ｂには上向き面を設ける一方、裏当部材７
には下向き面を設け、これらを当接させることにより裏当部材７の下動を禁止し、その位
置において裏当部材７のパネル固定ねじ孔８ａとブラケット本体４２３のパネル固定ねじ
挿通孔８ｂとが同一軸線上に略並ぶように構成してある。
【００３７】
本実施形態において裏当部材７の下向き面は、裏当部材本体７１からブラケット４２Ａ、
４２Ｂ側に突出させた突出子７２の下面及び裏当部材本体７１の下面であり、ブラケット
４２Ａ、４２Ｂの上向き面は、ブラケット本体４２３に上方から切り欠くように形成した
切り欠き部４２５の上向き面４２ｂ及び突起９２の上面がそれにそれぞれ相当する。
【００３８】
このように構成した本実施形態によれば、奥行き寸法の異なる各種天板１に対しても、共
通する脚体２及び支持部材４を用いながら、支持部材４の先端部の位置を天板１の隅部１
ｄに設定することができる。
【００３９】
またブラケット４２Ａ、４２Ｂが支持部材４３、４４に水平旋回可能に取り付けられてい
るので、その取付角度を調整することにより、オプション部品の種類が異なったり天板の
形状が異なったりした場合でも、対応することができる。具体的には、くの字形状をなす
天板や、三角天板等でも、ブラケット４２Ａ、４２Ｂの角度調整により、共通するブラケ
ット４２Ａ、４２Ｂ、共通する支持部材４３、４４を用いることが可能になる。
【００４０】
なお、本発明は以上に述べた実施形態に限られるものではない。
【００４１】
例えば、支持部材の取付位置を、長孔等を利用して無段階に変え得るようにしてもよい。
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またその位置変更方向も、反使用辺に直交する方向に限らず、側辺に直交する方向に変え
得るようにしてもよいし、その双方に変え得るような構成にしても構わない。
【００４２】
さらに、ブラケットを介さず、直接的に支持部材にパネルを支持させてもよい。
【００４３】
もちろんオプション部品は、パネルに限らず、天板下方に取り付けられる配線ダクトや補
助棚、補助天板、ワイヤフレーム等他のものであっても前記実施形態と同様の作用効果を
奏し得る。
【００４４】
その他本発明は上記各図示例に限られず、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能で
あるのは言うまでもない。
【００４５】
【発明の効果】
以上に詳述したように、本発明に係るテーブルによれば、前記脚体にオプション部品を支
持するための支持部材を該脚体とは別体に設けるとともに、その支持部材の脚体に対する
取付位置を変更可能に構成しているので、形状や寸法の異なる複数種類の天板を、共通す
る脚体に支持させる場合であっても、共通する支持部材によってオプション部品を天板と
の相対位置関係を一定に保って取り付けることができる。その結果、部品の標準化や組立
の簡素化、コスト低減等を促進することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態におけるテーブルの全体斜視図。
【図２】同実施形態におけるテーブルの全体正面図。
【図３】同実施形態におけるテーブルの全体側面図。
【図４】同実施形態における支持部材、ブラケット、パネル等を示す分解斜視図。
【図５】同実施形態におけるテーブルの隅部を示す部分底面図。
【図６】同実施形態におけるテーブルの隅部を示す部分側面図。
【図７】同実施形態における支持部材の取付位置を変えた状態を示す部分側面図。
【図８】同実施形態における支持部材の取付位置を変えた状態を示す部分側面図。
【図９】同実施形態におけるパネルの取付部分を示す部分縦断面図。
【符号の説明】
Ｔ・・・テーブル
１・・・天板
２・・・脚体
３１、３２・・・オプション部品（パネル）
１ａ・・・辺（側辺）
１ｂ・・・辺（反使用辺）
４３、４４・・・支持部材
４２Ａ、４２Ｂ・・・ブラケット
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